
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数
20210406 株式会社　イコライザー（法人

番号5020001113298）代表者：
渡部　等

神奈川県川崎市高津区新
作５－１８－１１

本社 神奈川県川崎市中原区新
城３丁目４－５　宮坂ビル２
Ｆ

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年6月25日、監査を
実施。3件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）,（2）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）,（3）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）

1 1

20210406 洗足池運輸　株式会社（法人
番号6010801006180）代表者：
伊藤　剛

東京都大田区南馬込５－
２１－１０

八王子 東京都八王子氏北野町５９
３－１９

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年7月21日及び同年8月4日、監査を実
施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）,（2）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）,(3)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）,(4)運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（5）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項）,(6)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4）,(7)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条）

3 3

20210406 株式会社　グンリックロジス
ティクス（法人番号
6013201017005）代表者：青柳
斉之

東京都千代田区神田美倉
町９

相模原 神奈川県相模原市緑区根
小屋１７４７－１

輸送施設の使用停止（115
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年2月27日及び同年6月11日、監査を実
施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）,（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）,（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）,（4）
乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）,（5）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（6）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（7）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）,（8）事業の健全な発達を阻害
する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）,（9）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

12 12

20210406 株式会社　ベイテックサービス
（法人番号7010601017393）代
表者：寺﨑　辰雄

千葉県船橋市高瀬町４１
－１

本社 千葉県船橋市高瀬町４１－
１

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7月16日及び同年7
月20日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）,（2）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）,（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）,（4）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）,（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

5 5

20210406 湯田　豊親 千葉県市川市塩浜４－２
－３－１４２２

本店 東京都中央区築地７－１８
－２８　１３１５号室

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12月7日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年４月分）



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年４月分）

20210413 岡本梱包運輸　有限会社（法
人番号6030002033386）代表
者：猪野　誠

埼玉県狭山市北入曽８５
６－２

本社 埼玉県狭山市大字北入曽
字御狩場８５６－２

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年7月20日、監査を実施。5件の違反
が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）,（3）乗
務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）,（4）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,(5)事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

6 6

20210413 株式会社　協栄運輸（法人番
号3020001000606）代表者：鎌
田　礼子

神奈川県横浜市泉区下和
泉２－２３－１２

本社 神奈川県横浜市泉区下和
泉２丁目２３－１２

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業法第
24条の4

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年7月10
日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）,(2)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加
入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）

14 6

20210413 株式会社　京浜スワロートラッ
ク（法人番号6011701016071）
代表者：菊澤　翔

東京都江戸川区中葛西３
－２９－１

本社 神奈川県川崎市川崎区南
渡田町１－１

輸送施設の使用停止（110
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年7月16
日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）,（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）,（4）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）,（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

16 11

20210413 株式会社　ファーストカーゴ千
葉（法人番号4040001049450）
代表者：酒井　貞幸

千葉県八街市吉倉５４１ 本社 千葉県八街市吉倉５４１ 輸送施設の使用停止（140
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年9月10
日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）乗務時間等告示のなお書きの遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）,（4）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）,（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条）,（6）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）,
（7）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

17 14

20210413 有限会社　鈴木運輸（法人番
号5040002102876）代表者：鈴
木　康夫

千葉県勝浦市宿戸２６０
－１

本店 千葉県勝浦市宿戸２６０－１ 輸送施設の使用停止（110
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9月9日、監査を実
施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）,（3）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）,
（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）,（5）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

11 11

20210413 小林運送　株式会社（法人番
号8010701003532）代表者：樋
口　成江

東京都品川区西大井５－
２５－１４

東扇島 神奈川県川崎市川崎区東
扇島２６－５

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8月25日及び同年9
月18日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）乗務時間等告示のなお書きの遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）,（4）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）,（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）,（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

3 3



行政処分等
の年月日
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事業者
点数
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貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年４月分）

20210413 株式会社　つくばトランスポー
ト（法人番号3050001016343）
代表者：土田　弘

茨城県つくば市大字高野
１２５８－１

本社 茨城県つくば市大字高野字
新山１２５８－１

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8月28日及び同年9
月16日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項）,（3）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）,（4）)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）,（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）

8 3

20210413 有限会社　山下運輸（法人番
号2050002043833）代表者：山
下　一男

茨城県筑西市倉持１２０５
－１０

本社 茨城県筑西市倉持１２０５－
１０

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月1日及び同年10
月9日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）,（2）乗務等の記録義務違反 （貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）,（3）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）,（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）,
（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,
（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（7）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）,(8)運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

4 4

20210413 株式会社　エフティ物流（法人
番号9040001050016）代表者：
牧　慎也

千葉県佐倉市上志津原２
３９

野田 千葉県野田市七光台８０－
１－１０３

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8月28日、監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）,（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）,（3）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）,（4）事業
計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

20210413 埼玉丸善運輸　有限会社（法
人番号9030002102808）代表
者：井坂　宏

埼玉県川口市大字赤井１
０８１－１０

本社 埼玉県川口市大字赤井１０
８１－１０

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11月27日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20210420 株式会社丸里商店（法人番号
8030001072334）代表者：土屋
崇

埼玉県比企郡滑川町月の
輪７－５－２

本社 埼玉県比企郡滑川町月の
輪７－５－２

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年1月14日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20210427 有限会社　ＤＥＥＰ　ＩＭＰＡＣＴ
（法人番号8020002075832）代
表者：安藤　敏幸

神奈川県横浜市青葉区美
しが丘西３－６３－１－２０
３

本社 神奈川県横浜市青葉区美し
が丘西３－６３－１－２０３

輸送施設の使用停止（120
日車）

貨物自動車運送事業法第
24条の4

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月31日及び同年9月18日、監査を実
施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）,（2）乗務時間等告示のなお書きの遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）,（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）,（4）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）,（5）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）,（6）
運行指示書の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）,（7）運
転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）,（8）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（9）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（10）運行管理
者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）（11）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）,（12）事業の健全な発達を阻害
する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）

12 12



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年４月分）

20210427 ふそう陸送　株式会社（法人
番号6020001071462）代表者：
磯部　芳治

神奈川県川崎市幸区鹿島
田３丁目６－４４

横浜 神奈川県横浜市港北区日
吉６－９－３２

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年10月8日、監査を実施。6件の違反が認
められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）,（3）運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（4）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（5）事業計画事前届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）,（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

1 1

20210427 株式会社　フロンティア（法人
番号5021001061603）代表者：
三上　里佳子

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１－１

本社 神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１－１　関連棟３階２８
－Ｄ

輸送施設の使用停止（100
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月21日及び同年11月6日、監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）,（2）乗務等の記録義務違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第
1項）,（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）,
（4）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）

10 10

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）
注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


